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平成30年３月橋本市議会定例会会議録（第５号）その５ 

平成30年２月22日（木） 

                                          

 日程第31 議案第29号 第２次橋本市長期

総合計画基本構想について 

○議長（岡 弘悟君）日程第31 議案第29号 

第２次橋本市長期総合計画基本構想について 

を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第29号に

ついては、総合計画調査特別委員会に付託い

たします。 

                     

 日程第32 議案第30号 市道路線の認定に

ついて 

○議長（岡 弘悟君）日程第32 議案第30号 

市道路線の認定について を議題といたしま

す。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○議長（岡 弘悟君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第30号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

                     

 日程第33 議案第31号 市道路線の廃止に

ついて 

○議長（岡 弘悟君）日程第33 議案第31号 

市道路線の廃止について を議題といたしま

す。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第31号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

                     

 日程第34 議案第32号 市道路線の変更に

ついて 

○議長（岡 弘悟君）日程第34 議案第32号 

市道路線の変更について を議題といたしま

す。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第32号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

                     

 日程第35 議案第33号 字の区域及び名称

の変更について 

○議長（岡 弘悟君）日程第35 議案第33号 

字の区域及び名称の変更について を議題と

いたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第33号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決
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しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第33号 字の区域及び名称の

変更について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第36 議案第34号 財産の譲与につい

て 

○議長（岡 弘悟君）日程第36 議案第34号 

財産の譲与について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第34号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第34号 財産の譲与について 

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第37 議案第35号 財産の貸付けにつ

いて 

○議長（岡 弘悟君）日程第37 議案第35号 

財産の貸付けについて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）賃貸契約なので、幾つ

かお伺いしたいと思います。契約するにあた

ってまず確認したいのが、保証人の有無、そ

して、保証金の有無。相手方さんとか保証人

がおるんであれば、その資産状況を確認して

いるかとか。これは滞納の場合どうなるんか

なという趣旨で聞いています。 

 それと、賃貸に伴って、例えば、あの地域、

旧西部中学校ですけれども、それの設備等に

また修繕とかの金額が発生しているのかとい

う部分。それと、契約期間終了後、30年後に

なるですけれども、例えば、先さんの使い方

次第ですけれども原状復帰して返してもらう

のか、そのあたりの契約内容についてお伺い

いたします。 

○議長（岡 弘悟君）教育部長。 

○教育部長（曽和信介君）ただ今のご質問に

お答えをいたします。 

 現在、契約書について精査をしているとこ

ろでございます。今のところ、保証人をとる

ということは考えてございません。それと、

保証金についてもとるということは、今の原
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案の中には含まれてございません。ただ、今、

ご質問がありましたように、保証人を立てる

場合、法人の場合でしたら、代表者個人の保

証、もしくは経営者の資産等の状況の保証人

になっていただく、もしくは信用保証協会が

保証人となっていただく等もございますので、

これにつきましては再度検討をしたいと思っ

ております。 

 それと、保証金の件でございますが、保証

人もしくは保証金ということの捉え方なのか

なというふうに考えてございますので、人を

立てるか、お金で先にいただくかというよう

なことでございますけども、それについては

保証人で対応していきたいなと考えてござい

ます。 

 それから、資産の状況でございます。今、

申しましたように、保証人ということでの資

産の状況は把握してございませんが、貸し付

け先の資産状況については当然調査をさせて

いただいておりまして、大阪府で学校法人の

認可もいただいてございますので、信用の状

況等につきましては調査はしてございます。 

 それから、新たな設備の投資については、

全て貸し付け側といいますか、法人側で全て

改修等を行うというふうになってございます。

今の予定では、だいたい教室はそのまま使う

ということで聞いておりますし、外観につい

てもそのままの状態、一部補修等をするとい

うことで聞いてございます。その辺の改修費

につきましては、全て向こうが持つというこ

とになってございます。 

 30年後のところについては、特に今のとこ

は明記してございませんが、全て今後の協議

については双方で協議をするということにな

ってございますので、その辺につきましては

状況を見て判断していくことになろうかとい

うふうに考えてございます。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）保証人もこれから考え

てくれるということなので、怖いのはやっぱ

り滞納があった場合とかがありますのでよろ

しくお願いします。 

 それと、これは校舎だけ。例えば、体育館、

グラウンドというその辺の線引きとかという

のはきっちりとされていますか。 

○議長（岡 弘悟君）教育部長。 

○教育部長（曽和信介君）貸し付けにつきま

しては校舎というふうになっています。体育

館につきましては、災害拠点としてそのまま

使う予定でございますので、体育館について

は今回の貸し付けの条件になってございませ

ん。 

 ただ、グラウンドにつきましては、授業の

一環で使いたいという申し出がございますの

で、その辺については対応していきたいと考

えてございます。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

 12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）関連で続いてお伺いし

ます。 

 グラウンドと体育館の線引きの理論はわか

ったんですけども、これ、書面を見たら、旧

西部中学校校舎というふうに書いてあるので、

それやったら一式というんかな、どこまでが

それになるんかがちょっとようわかれへんで、

金額が安いというのは、安い高いは別に当局

の考え方で僕は別に文句はないですし、ええ

ところが来てくれるんやったらそれはそれで

ちゃんと整合性をとって、ちゃんとした審査

をして、この法人に借りてもらえるんであれ

ばそれはそれで地域の活性化と地元もそれで

全ての条件が整っているんでしたら、私は何

の文句もないんですけど、今の話を聞いてい

るとちょっと線引きが不透明というか、言葉
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は悪いんですけど、わからないということと、

あと、学校なんで、入り口が１箇所しかない

ですよね。 

 今後、体育館、今まで社会体育で夜に貸し

ていたりとか、そういう今までの継続的なこ

とであったりとか、老朽化対策はちょっと民

間に貸していくんで、今後、リフォームとか

するであろう。それはもう答弁は結構なんで

すけど、そこの線引きがきっちりできていな

いのに、入り口も１箇所しかないのに、そこ

は廃校プロジェクトじゃないですけど、学校

の役割を終えたところを民に売るなり貸すな

りしていこうという方向性は正しいと思うん

ですけど、入り口、出口、駐車場、その他建

物、倉庫、きっちり線引きできていないのに、

グレーゾーンのまま貸すというのはちょっと

もめる原因を、５年、10年貸すんやったらわ

かるんですけど、30年先ってどれだけここに

おる人が残っとるんやろうという話も出てく

ると思うので、ちょっとそこは教育委員会が

どこまで責任を持てるんか。そこがわからな

いので、線引きと責任の度合いについてお伺

いいたします。 

○議長（岡 弘悟君）教育部長。 

○教育部長（曽和信介君）賃貸借契約書の中

につきましては、建物として2,300㎡と、それ

から、279㎡、計2,609㎡。これは地図等で明

記をするということになっています。 

 それと、敷地面積につきましても6,221㎡の

貸し出しというようなところでの線引きとい

うことでの貸し出しの金額をはじいてござい

ます。その部分について貸すということでご

ざいます。 

 それと、学校の入り口につきましては、お

っしゃるとおり１箇所でございます。ただ、

学校といいますか、今の計画では天王寺に学

校がございまして、そこから西部中学校のほ

うにバスで来ていただいて、10時ぐらいに到

着して３時ごろには帰るというような予定で

ございまして、その10時というのも子どもの

学校の通学路の関係等で10時ということで、

帰りについても３時と、それから、クラブ等

があれば５時ぐらいに帰る２便ということに

なってございます。その間につきましては、

社会体育等のところとバッティングすること

はないのかなというふうに考えてございます。 

 責任の所在ということでございますが、契

約書の中に整備、それから、清掃、草刈り等

については借受人のほうで責任を持つという

ようなことも書いてございますし、貸付品の

破損等についてもその費用を負担するという

ようなことの条項を入れてございます。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）ありがとうございます。

ちゃんとしていただいておると思うのでやい

やい言うことはないと思うんですけど、やっ

ぱり入り口が１箇所しかないということは、

きっちり約束事を決めておいて、どの方が通

ってもええとか、もし盗難とか何かになった

ときにここを開けとったからやとかになって

も困りますし、きっちりそこは教育委員会で

これを進める上で、約束事というのはちゃん

と拾い出してやっていただきたいということ

を強く要望というか、約束してほしいぐらい

です。そこはちゃんとしていかないと、30年

の賃貸契約なので、後世にそういう約束事を

残しておいてほしいと思います。 

 それと、二千何㎡がどうのって、ちょっと

僕は技術屋じゃないんでわかれへんのですけ

ど、ちゃんと平面図でええんで、ここからこ

こまでが何㎡でというのが頭に入っていない

のに、この書面だけでこれで議決せえという

のはちょっとしんどい話になると思うので、

参考資料も何もありませんし、正当なものを

議決案件で持ってくるんやったら、聞きに行
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けばよかったんかもわからないですけど、文

教厚生委員長もおられますし、僕は文教族で

はないのであれなんですけど、やっぱり全議

員に熱意のある説明を、言葉では議場で部長

やからしっかりした答弁をしてくれとるのは

わかるんですけど、数字的根拠というのはや

っぱりわかれへんのです。 

 だから、何㎡がグラウンドで、何㎡が校舎

で、そんなんを多分、この中でわかっとるの

といったら、ほんまに13番議員ぐらいしかわ

かれへんと思うんです、技術的なことは。だ

から、僕らは素人なので聞きにまめに行きた

いんですけど、やっぱりなかなかタイムスケ

ジュールもありますし、出していただいてか

らの時間もあるんで、やっぱりできるだけこ

ういうところは正当性のあるものでしたら、

数字的根拠をもって色づけしてでも教えてく

れたら、もっとすんなりこの場がいくと思う

ので、そこだけ要望させていただきたいと思

います。ちょっと答弁をください。 

○議長（岡 弘悟君）教育部長。 

○教育部長（曽和信介君）資料につきまして

不足ということでございましたら、また今後、

そういうふうな対応についてはさせていただ

きたいと思います。 

 以上です。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（岡 弘悟君）答弁もれ、指摘してく

ださい。 

○12番（堀内和久君）答弁もれであれするん

ですけど、色づけとかをちゃんとしてもらう

のはわかるんですけど、入り口の約束事とい

うのは強く要望したつもりなんです。それに

対しての答えだけください。 

○議長（岡 弘悟君）教育部長。 

○教育部長（曽和信介君）入り口等、それか

ら、使用の内容につきましては、細かいとこ

ろについては今後詰めていくことになってお

りますので、そういうところについては、入

り口と、生徒につきましては徒歩で入るとい

うようなことになってございます。 

 あと、後の管理ですとかについては、多少

の車両が入ることはあるかと思いますが、原

則的には、生徒等については徒歩で入ってい

ただくことになりますので、後の施錠ですと

か、その辺のこと、それから、細かい打ち合

わせについては、今後やっていきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

 13番 樽井君。 

○13番（樽井豪男君）今、文教等には来ない

ということで、今、12番議員のおっしゃると

おりで、土日のグラウンドを借りたいとか、

校舎以外の借りたいときに、手続き上は、ど

こに持っていったらいいんか。教育委員会の

ほうにそういった貸してもらうような申請を

するのか、そこらあたりはどうでございます

か。 

○議長（岡 弘悟君）教育部長。 

○教育部長（曽和信介君）貸し出し等につい

ては今までと同じということで考えてござい

ます。土日につきましても学校が休みですの

で、基本的には地元で使っていただけるとい

うふうに考えてございます。手続きについて

は、教育委員会のほうになろうかと思います。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

 17番 井上君。 

○17番（井上勝彦君）ちょっとお尋ねしとき

ますけども、ここは毎年、地元の人でお祭り

かな、あれもやっていましたな。非常ににぎ

やかで、私らも毎年、寄せていただくときと、

欠席するときもあるんやけども、そういう地

元の祭りとかそういったことも含めて、文教

のほうで説明してあるかと思うんやけど、文
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教でもんであるかと思うんやけど、先ほどか

らも言うているように、契約書、契約書とい

うことはないけど、今のこれだけでは、やっ

ぱりちょっと議会としても説明、聞かれたと

きに、まず何を契約してったんなということ

で、やっぱり地元で聞かれたときこれだけで

はちょっと具合悪いで。 

 今後じゃなしに、資料をやっぱり出しても

うて議会にみんな配ってくれやな困る。30年

も貸し付けするんやから。そやから、やっぱ

りこういうふうなことで、こういうふうにな

りましたと、こういうふうに平米数もこんだ

けやと。それで、ここについてはもう今まで

どおり自由に使ってもらうけども、時間的に、

月曜から土曜日までやったら、今、貸してん

ねんけども、こういうことになりますよとい

うことを、今、口で言うとったってわからな

いから、ちゃんと資料としてやっぱり丁寧に

出して、議員にお配りということはないけど

やな、出していただくということをやっても

らわな困りますね。よろしく。 

○議長（岡 弘悟君）教育部長。 

○教育部長（曽和信介君）資料をそろえまし

て、お配りできるようにさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ありませんので、これ

をもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第35号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第35号 財産の貸付けについ

て を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第38 議案第36号 公の施設の指定管

理者の指定について 

○議長（岡 弘悟君）日程第38 議案第36号 

公の施設の指定管理者の指定について を議

題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第36号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

                     

 日程第39 選第１号 人権擁護委員候補者

の推薦について 

○議長（岡 弘悟君）日程第39 選第１号 人

権擁護委員候補者の推薦について を議題と

いたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 
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 ただ今議題となっております選第１号につ

いては、委員会の付託を省略いたしたいと思

います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより選第１号 人権擁護委員候補者の

推薦について を採決いたします。 

 本件はこれに同意することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件はこれに同意することに決し

ました。 

                     

 日程第40 選第２号 人権擁護委員候補者

の推薦について 

○議長（岡 弘悟君）日程第40 選第２号 人

権擁護委員候補者の推薦について を議題と

いたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております選第２号につ

いては、委員会の付託を省略いたしたいと思

います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより選第２号 人権擁護委員候補者の

推薦について を採決いたします。 

 本件はこれに同意することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件はこれに同意することに決し

ました。 

                     

 日程第41 選第３号 人権擁護委員候補者

の推薦について 

○議長（岡 弘悟君）日程第41 選第３号 人

権擁護委員候補者の推薦について を議題と

いたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております選第３号につ

いては、委員会の付託を省略いたしたいと思

います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより選第３号 人権擁護委員候補者の

推薦について を採決いたします。 

 本件はこれに同意することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件はこれに同意することに決し

ました。 

   

 


